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危機事態を踏まえたこれからの我が国のあり方についての緊急要望 

 

 

 今般の新型コロナウイルス感染症は、危機事態発生時における法的基盤や

統治機構、さらには社会のあり方そのものに関し、我が国が抱える脆弱性を

露わにしたと言える。これまで、頻発する自然災害に立ち向かうべく、国土

強靱化を全力で推進してきたが、危機は自然災害のみではない。これからの

我が国が、あらゆる危機事態に対応することのできる、強くてしなやかな社

会と、国民生活と国民経済を守り抜く国家を築き上げていくためにも、下記

事項について緊急に要望する。 

 

記 

１ 危機事態発生時における法的枠組みの整備 

  新型コロナウイルス感染症への対応においては、新型インフルエンザ等

特別措置法の改正により、政府対策本部の設置、緊急事態宣言の発出や私

権制限を伴う要請・指示等の必要な措置が可能となる法的枠組みが整備さ

れたが、今後想定される様々な危機事態に対し、国民生活及び国民経済の

安全と安定を図るため、それぞれの危機事態の特性に応じ、速やかに必要

な対応をとることのできる法的枠組みについて、憲法との整合性を図りつ

つ、整備すること。 

 

２ 皇室を含む首都機能の分散・バックアップ体制の抜本的強化 

  特に首都圏における危機事態の発生時において、東京一極集中に起因し

我が国の統治機構が機能不全に陥ることのないよう、首都機能の分散の促

進及びバックアップ体制の抜本的強化に真剣に取り組むこと。その際、諸

外国において王族等に感染者が出ていることに鑑み、危機事態の発生時に

おいても、憲法第一条に規定される日本国及び日本国民統合の象徴である

天皇及び皇室を守り抜く観点から検討し、取り組むこと。 

 

３ 家族・家庭の復権 

  危機事態においては、孤立した個人では日常生活も成り立たず、社会の

安定が損なわれる要因になることから、日頃より支え合いの中で人として

の生活を営むことが強靱な社会の基盤となることに改めて想いを致し、そ

の一つの基本的単位である家族・家庭が個人とともに尊重される社会づく

りを推進すること。 




